
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
北海道地方年金記録訂正審議会 

平成２９年８月３日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

年金記録の訂正を不要としたもの        ２件   

厚生年金保険関係    ２件 



 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1600276 号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 1700016 号 

 

第１ 結論 

   請求期間①については、請求者の船舶所有者Ａ氏における厚生年金保険被保険者資格の取得

年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間②については、請求者の船舶所有者Ｂ事業所における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間③、⑭及び㉗については、請求者の船舶所有者Ｃ事業所における厚生年金保険被保

険者資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間④及び㉕については、請求者の船舶所有者Ｄ事業所における厚生年金保険被保険者

資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間⑤については、請求者の船舶所有者Ｅ事業所における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間⑥については、請求者の船舶所有者Ｆ事業所における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間⑦については、請求者の船舶所有者Ｇ事業所における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間⑧については、請求者の船舶所有者Ｈ事業所における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間⑨及び⑪については、請求者の船舶所有者Ｉ事業所における厚生年金保険被保険者

資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間⑩については、請求者の船舶所有者Ｊ事業所における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間⑫については、請求者の船舶所有者Ｋ事業所における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間⑬については、請求者の船舶所有者Ｌ氏における厚生年金保険被保険者資格の取得

年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間⑮、⑰及び㉔については、請求者の船舶所有者Ｍ事業所における厚生年金保険被保

険者資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間⑯については、請求者の船舶所有者Ｎ事業所における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間⑱及び㉖については、請求者の船舶所有者Ｏ事業所における厚生年金保険被保険者

資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間⑲については、請求者の船舶所有者Ｐ事業所における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間⑳については、請求者の船舶所有者Ｑ事業所における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間㉑については、請求者の船舶所有者Ｒ事業所における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間㉒については、請求者の船舶所有者Ｓ事業所における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   請求期間㉓については、請求者の船舶所有者Ｔ事業所における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

    

 



 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏 名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： ① 昭和 62 年８月 24日から同年８月 28日まで 

② 昭和 62 年８月 28日から同年９月３日まで 

③ 昭和 62 年９月３日から同年９月７日まで 

④ 昭和 63 年４月１日から同年４月６日まで 

⑤ 昭和 63 年４月６日から同年４月８日まで 

⑥ 昭和 63 年４月８日 

⑦ 昭和 63 年４月８日から同年４月９日まで 

⑧ 昭和 63 年４月９日から同年４月 10日まで 

⑨ 昭和 63 年４月 10日から同年４月 11日まで 

⑩ 昭和 63 年４月 11日から同年４月 13日まで 

⑪ 昭和 63 年４月 13日から同年４月 14日まで 

⑫ 昭和 63 年４月 14日 

⑬ 昭和 63 年４月 14日から同年４月 15日まで 

⑭ 昭和 63 年４月 15日から同年４月 16日まで 

⑮ 昭和 63 年４月 16日 

⑯ 昭和 63 年４月 16日から同年４月 18日まで 

⑰ 昭和 63 年４月 18日から同年４月 19日まで 

⑱ 昭和 63 年４月 19日から同年４月 22日まで 

⑲ 昭和 63 年４月 22日から同年４月 25日まで 

⑳ 昭和 63 年４月 25日から同年４月 26日まで 

㉑ 昭和 63 年７月 23日から同年７月 25日まで 

㉒ 昭和 63 年７月 25日から同年８月 10日まで 

㉓ 昭和 63 年８月 10日から同年９月２日まで 

㉔ 昭和 63 年９月３日から同年９月６日まで 

㉕ 平成元年３月 13 日から同年３月 20日まで 

㉖ 平成元年３月 24 日から同年３月 27日まで 

㉗ 平成元年３月 27 日から同年３月 31日まで 

昭和 54年 10 月からＵ組合に勤務し、年金記録では農林漁業団体職員共済組合に加入とな

っているが、請求期間①から㉗までについては、同組合の指示を受けて、日本とＶ国の漁業

関連事業における日本側の洋上責任者として、断続的に日本の漁船に乗り組んで働いた。 

当時の給与や年金保険料の支払については記憶がないが、請求期間において船で働いてい

たことは所持している船員手帳にも記録されているので、調査の上、船員保険（厚生年金保

険）の被保険者期間として記録し、年金額に反映してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

１ 請求期間①について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 62年８月 24日雇入、同

年８月 28 日雇止、船舶所有者Ａ氏、船名ａ船舶、職務甲板員と記載されていることが確認



 

できる。 

しかしながら、船舶所有者Ａ氏は既に死亡しており、その相続人である者は、請求期間①

当時の資料はないと回答していることから、請求者の請求期間①に係る勤務実態、厚生年金

保険の適用状況及び同保険料の控除について確認することができない。 

また、ａ船舶の船長であった者は既に死亡しており、請求者の請求期間①に係る勤務実態

等について照会することができない。 

さらに、船舶所有者Ａ氏における船員保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）

によると、請求期間①に請求者の氏名はなく、厚生年金保険の被保険者であった記録はない。 

２ 請求期間②について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 62年８月 28日雇入、同

年９月３日雇止、船舶所有者Ｂ事業所、船名ｂ船舶、職務甲板員（当直部員）と記載されて

いることが確認できる。 

しかしながら、Ｂ事業所は、オンライン記録によると平成 14 年８月 29日に船員保険の不

適用となっており、商業・法人登記簿謄本によると平成 15年１月 19 日に解散しているとこ

ろ、事業を継承したとするＷ事業所は、残存する資料から請求者が昭和 62 年９月 13 日から

同年 10月 25 日まで厚生年金保険に加入していたことを確認できたものの、請求者の請求期

間②に係る勤務実態、厚生年金保険の適用状況及び同保険料の控除について不明と回答して

いる。 

また、ｂ船舶の船長であった者は、請求者が請求期間②に漁業関連事業で同船舶に乗船し

ていたことを記憶しているものの、請求者はＵ組合の職員であったと回答している。 

さらに、Ｂ事業所における被保険者名簿によると、請求者の昭和 62年９月 13日資格取得、

同年 10月 25 日資格喪失の記録は見受けられるが、請求期間②に請求者の氏名はなく、厚生

年金保険の被保険者であった記録はない。 

３ 請求期間③について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 62 年９月３日雇入、同

年９月７日雇止、船舶所有者Ｃ事業所、船名ｃ船舶、職務甲板員と記載されていることが確

認できる。 

しかしながら、Ｃ事業所は、オンライン記録によると平成 13 年６月 30日に船員保険の不

適用となっており、商業・法人登記簿謄本によると平成 27 年 12 月 15 日に解散していると

ころ、請求期間③当時の事業主は、資料は何も残されておらず、当時のことを知る者もいな

いため、請求者の請求期間③に係る勤務実態、厚生年金保険の適用状況及び同保険料の控除

について不明と回答している。 

また、ｃ船舶の船長であった者は、請求者について記憶がないと回答していることから、

請求者の請求期間③に係る勤務実態等について確認できない。 

さらに、Ｃ事業所における被保険者名簿によると、請求期間③に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

４ 請求期間④について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63 年４月１日雇入、同

年４月６日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｄ船舶、職務甲板員と記載されていることが確認

できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答及び船舶所有者別被保険者名簿（以下「Ｕ組合の回答等」と

いう。）によると、船舶所有者はＤ事業所であり、同事業所は、請求者は勤務しておらず、

請求者の請求期間④に係る厚生年金保険料を控除していないと回答している。 

また、ｄ船舶の船長であった者は、請求者が請求期間④に漁業関連事業で同船舶に乗船し

ていたことを記憶しているものの、請求者はＵ組合の職員であったと回答している。 

さらに、Ｄ事業所における被保険者名簿によると、請求期間④に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

５ 請求期間⑤について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63 年４月６日雇入、同

年４月８日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｅ船舶、職務甲板員と記載されていることが確認



 

できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＥ事業所であり、同事業所は、オ

ンライン記録によると平成 13 年６月 30日に船員保険の不適用となっており、商業・法人登

記簿謄本によると平成 28 年 12 月 14 日に解散しているところ、請求期間⑤当時の事業主は

所在が不明であることから、請求者の請求期間⑤に係る勤務実態、厚生年金保険の適用状況

及び同保険料の控除について確認することができない。 

また、ｅ船舶の船長であった者は、請求者が請求期間⑤に漁業関連事業で同船舶に乗船し

ていたことを記憶しているものの、請求者の請求期間⑤に係る勤務実態等について不明と回

答している。 

さらに、Ｅ事業所における被保険者名簿によると、請求期間⑤に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

６ 請求期間⑥について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63 年４月８日雇入、同

日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｆ船舶、職務甲板員と記載されていることが確認できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＦ事業所であり、同事業所は、過

去の書類を調べてみたが、請求者は勤務しておらず、厚生年金保険料の控除について不明と

回答している。 

また、ｆ船舶の船長であった者は既に死亡しており、請求者の請求期間⑥に係る勤務実態

等について照会することができない。 

さらに、Ｆ事業所における被保険者名簿によると、請求期間⑥に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

７ 請求期間⑦について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63 年４月８日雇入、同

年４月９日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｇ船舶、職務甲板員と記載されていることが確認

できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＧ事業所であり、同事業所は、オ

ンライン記録によると平成 11 年６月 30日に船員保険の不適用となっているところ、請求期

間⑦当時の事業主は、関係書類もなく当時の担当者もいないため、請求者の請求期間⑦に係

る勤務実態、厚生年金保険の適用状況及び同保険料の控除について不明と回答している。 

また、ｇ船舶の船長であった者は、請求者について記憶がないと回答していることから、

請求者の請求期間⑦に係る勤務実態等について確認できない。 

さらに、Ｇ事業所における被保険者名簿によると、請求期間⑦に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

８ 請求期間⑧について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63 年４月９日雇入、同

年４月 10 日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｈ船舶、職務甲板員と記載されていることが確

認できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＨ事業所であり、同事業所は、オ

ンライン記録によると平成 16 年４月８日に船員保険の不適用となっており、商業・法人登

記簿謄本によると平成 27 年１月 20 日に解散しているところ、請求期間⑧当時の事業主は所

在が不明であることから、請求者の請求期間⑧に係る勤務実態、厚生年金保険の適用状況及

び同保険料の控除について確認することができない。 

また、ｈ船舶の船長であった者は請求者が請求期間⑧に漁業関連事業で同船舶に乗船して

いたことを記憶しているものの、請求者はＵ組合の職員であったと回答している。 

さらに、Ｈ事業所における被保険者名簿によると、請求期間⑧に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

９ 請求期間⑨について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63年４月 10日雇入、同

年４月 11 日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｉ船舶、職務甲板員と記載されていることが確

認できる。 



 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＩ事業所であり、同事業所は、請

求者は勤務しておらず、厚生年金保険料の控除について不明と回答している。 

また、ｉ船舶の船長であった者は請求者について記憶がないと回答していることから請求

者の請求期間⑨に係る勤務実態等について確認できない。 

さらに、Ｉ事業所における被保険者名簿によると、請求期間⑨に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

10 請求期間⑩について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63年４月 11日雇入、同

年４月 13 日雇止、船舶所有者Ｊ事業所、船名ｊ船舶、職務甲板員と記載されていることが

確認できる。 

しかしながら、Ｊ事業所は、請求者は勤務しておらず、請求者の請求期間⑩に係る厚生年

金保険料の控除について不明と回答している。 

また、ｊ船舶の船長であった者に照会したが回答が得られないことから、請求者の請求期

間⑩に係る勤務実態等について確認できない。 

さらに、Ｊ事業所における被保険者名簿によると、請求期間⑩に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

11 請求期間⑪について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63年４月 13日雇入、同

年４月 14 日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｋ船舶、職務甲板員と記載されていることが確

認できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＩ事業所であり、同事業所は、請

求者は勤務しておらず、請求者の請求期間⑪に係る厚生年金保険料の控除について不明と回

答している。 

また、ｋ船舶の船長であった者は既に死亡しており、請求者の請求期間⑪に係る勤務実態

等について照会することができない。 

さらに、Ｉ事業所における被保険者名簿によると、請求期間⑪に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

12 請求期間⑫について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63年４月 14日雇入、同

日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｌ船舶、職務甲板員と記載されていることが確認できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＫ事業所であり、同事業所は、オ

ンライン記録によると平成 17 年７月 28日に船員保険の不適用となっており、商業・法人登

記簿謄本によると平成 20 年 12 月 10 日に解散しているところ、同事業所の代表清算人は、

請求者はＵ組合の職員であり、厚生年金保険料の控除について不明と回答している。 

また、ｌ船舶の船長であった者は生存及び所在が確認できず、請求者の請求期間⑫に係る

勤務実態等について照会することができない。 

さらに、Ｋ事業所における被保険者名簿によると、請求期間⑫に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

13 請求期間⑬について、請求者から提出された船員手帳には昭和 63 年４月 14 日雇入、同年

４月 15 日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｍ船舶、職務甲板員と記載されていることが確認

できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＬ氏であり、同人は、請求者はオ

ブザーバーの名目で乗船した者で、自らは雇用しておらず、請求者の請求期間⑬に係る厚生

年金保険料を控除していないと回答している。 

また、ｍ船舶の船長であった者は既に死亡しており、請求者の請求期間⑬に係る勤務実態

等について照会することができない。 

さらに、船舶所有者Ｌ氏における被保険者名簿によると、請求期間⑬に請求者の氏名はな

く、厚生年金保険の被保険者であった記録はない。 

14 請求期間⑭について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63年４月 15日雇入、同



 

年４月 16 日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｎ船舶、職務甲板員と記載されていることが確

認できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＣ事業所であり、同事業所は、オ

ンライン記録によると平成 13 年６月 30日に船員保険の不適用となっており、商業・法人登

記簿謄本によると平成 27年 12 月 15 日に解散しているところ、請求期間⑭当時の事業主は、

資料は何も残されておらず、当時のことを知る者もいないため、請求者の請求期間⑭に係る

勤務実態、厚生年金保険の適用状況及び同保険料の控除について不明と回答している。 

また、ｎ船舶の船長であった者は既に死亡しており、請求者の請求期間⑭に係る勤務実態

等について照会することができない。 

さらに、Ｃ事業所における被保険者名簿によると、請求期間⑭に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

15 請求期間⑮について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63年４月 16日雇入、同

日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｏ船舶、職務甲板員と記載されていることが確認できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＭ事業所であり、同事業所は、オ

ンライン記録によると平成 27 年５月＊日に船員保険の不適用となっており、商業・法人登

記簿謄本によると同日に破産手続開始しているところ、同事業所の破産管財人は、資料は何

も残されておらず、請求期間⑮当時の事業主も請求者について覚えていないことから、請求

者の請求期間⑮に係る勤務実態、厚生年金保険の適用状況及び同保険料の控除について不明

と回答している。 

また、ｏ船舶の船長であった者は請求者について記憶がないと回答していることから請求

者の請求期間⑮に係る勤務実態等について確認できない。 

さらに、Ｍ事業所における被保険者名簿によると、請求期間⑮に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

16 請求期間⑯について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63年４月 16日雇入、同

年４月 18 日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｐ船舶、職務甲板員と記載されていることが確

認できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＮ事業所であり、同事業所は、オ

ンライン記録によると平成８年８月 27 日に船員保険の不適用となっており、商業・法人登

記簿謄本によると平成 14 年 12 月３日に解散しているところ、請求期間⑯当時の事業主は所

在が不明であることから、請求者の請求期間⑯に係る勤務実態、厚生年金保険の適用状況及

び同保険料の控除について確認することができない。 

また、ｐ船舶の船長であった者は請求者について記憶がないと回答していることから請求

者の請求期間⑯に係る勤務実態等について確認できない。 

さらに、Ｎ事業所における被保険者名簿によると、請求期間⑯に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

17 請求期間⑰について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63年４月 18日雇入、同

年４月 19 日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｑ船舶、職務甲板員と記載されていることが確

認できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＭ事業所であり、同事業所は、オ

ンライン記録によると平成 27 年５月＊日に船員保険の不適用となっており、商業・法人登

記簿謄本によると同日に破産手続開始しているところ、同事業所の破産管財人は、資料は何

も残されておらず、請求期間⑰当時の事業主も請求者について覚えていないことから、請求

者の請求期間⑰に係る勤務実態、厚生年金保険の適用状況及び同保険料の控除について不明

と回答している。 

また、ｑ船舶の船長であった者は体調不良のため回答が得られなかったことから、請求者

の請求期間⑰に係る勤務実態等について確認できない。 



 

さらに、Ｍ事業所における被保険者名簿によると、請求期間⑰に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

18 請求期間⑱について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63年４月 19日雇入、同

年４月 22 日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｒ船舶、職務甲板員と記載されていることが確

認できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＯ事業所であり、同事業所は、請

求者は勤務しておらず、請求者の請求期間⑱に係る厚生年金保険料の控除について不明と回

答している。 

また、ｒ船舶の船長であった者に照会したが回答が得られないことから、請求者の請求期

間⑱に係る勤務実態等について確認できない。 

さらに、Ｏ事業所における被保険者名簿によると、請求期間⑱に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

19 請求期間⑲について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63年４月 22日雇入、同

年４月 25 日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｓ船舶、職務甲板員と記載されていることが確

認できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＰ事業所であり、同事業所は、請

求者は勤務しておらず、請求者の請求期間⑲に係る厚生年金保険料を控除していないと回答

している。 

また、ｓ船舶の船長であった者に照会したが回答が得られないことから、請求者の請求期

間⑲に係る勤務実態等について確認できない。 

さらに、Ｐ事業所における被保険者名簿によると、請求期間⑲に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

20 請求期間⑳について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63年４月 25日雇入、同

年４月 26 日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｔ船舶、職務甲板員と記載されていることが確

認できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＱ事業所であり、同事業所は、請

求者は勤務しておらず、請求者の請求期間⑳に係る厚生年金保険料を控除していないと回答

している。 

また、ｔ船舶の船長であった者は、請求者について記憶がないと回答していることから請

求者の請求期間⑳に係る勤務実態等について確認できない。 

さらに、Ｑ事業所における被保険者名簿によると、請求期間⑳に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

21 請求期間㉑について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63年７月 23日雇入、同

年７月 25 日雇止、船舶所有者Ｒ事業所、船名ｕ船舶、職務甲板員と記載されていることが

確認できる。 

しかしながら、Ｒ事業所は、オンライン記録によると平成５年４月 10 日に船員保険の不

適用となっており、商業・法人登記簿謄本によると平成５年３月＊日に破産宣告を受けてい

るところ、請求期間㉑当時の事業主は所在が不明であることから、請求者の請求期間㉑に係

る勤務実態、厚生年金保険の適用状況及び同保険料の控除について確認することができない。 

また、ｕ船舶の船長であった者に照会したが回答が得られないことから、請求者の請求期

間㉑に係る勤務実態等について確認できない。 

さらに、Ｒ事業所における被保険者名簿によると、請求期間㉑に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

22 請求期間㉒について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63年７月 25日雇入、同

年８月 10 日雇止、船舶所有者Ｓ事業所、船名ｖ船舶、職務甲板員と記載されていることが

確認できる。 



 

しかしながら、Ｓ事業所は、請求者は勤務しておらず、請求者の請求期間㉒に係る厚生年

金保険料を控除していないと回答している。 

また、ｖ船舶の船長であった者は請求者について記憶がないと回答していることから、請

求者の請求期間㉒に係る勤務実態等について確認できない。 

さらに、Ｓ事業所における被保険者名簿によると、請求期間㉒に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

23 請求期間㉓について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63年８月 10日雇入、同

年９月２日雇止、船舶所有者Ｔ事業所、船名ｗ船舶、職務甲板員と記載されていることが確

認できる。 

しかしながら、Ｔ事業所は、オンライン記録によると平成 19 年 11 月 17 日に船員保険の

不適用となっているところ、請求期間㉓当時の事業主は、既に廃業しており、当時のことを

知る者もいないため、請求者の請求期間㉓に係る勤務実態、厚生年金保険の適用状況及び同

保険料の控除について不明と回答している。 

また、ｗ船舶の船長であった者は既に死亡しており、請求者の請求期間㉓に係る勤務実態

等について照会することができない。 

さらに、Ｔ事業所における被保険者名簿によると、請求期間㉓に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

24 請求期間㉔について、請求者から提出された船員手帳には、昭和 63 年９月３日雇入、同

年９月６日雇止、船舶所有者Ｍ事業所、船名ｘ船舶、職務甲板員と記載されていることが確

認できる。 

しかしながら、Ｍ事業所は、オンライン記録によると平成 27 年５月＊日に船員保険の不

適用となっており、商業・法人登記簿謄本によると同日に破産手続開始しているところ、同

事業所の破産管財人は、資料は何も残されておらず、請求期間㉔当時の事業主も請求者につ

いて覚えていないことから、請求者の請求期間㉔に係る勤務実態、厚生年金保険の適用状況

及び同保険料の控除について不明と回答している。 

また、ｘ船舶の船長であった者は請求者について記憶がないと回答していることから請求

者の請求期間㉔に係る勤務実態等について確認できない。 

さらに、Ｍ事業所における被保険者名簿によると、請求期間㉔に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

25 請求期間㉕について、請求者から提出された船員手帳には、平成元年３月 13 日雇入、同

年３月 20 日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｄ船舶、職務オブザーバーと記載されているこ

とが確認できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＤ事業所であり、同事業所は、請

求者は勤務しておらず、請求者の請求期間㉕に係る厚生年金保険料を控除していないと回答

している。 

また、ｄ船舶の船長であった者は、請求者が請求期間㉕に漁業関連事業で同船舶に乗船し

ていたことを記憶しているものの、請求者はＵ組合の職員であったと回答している。 

さらに、Ｄ事業所における被保険者名簿によると、請求期間㉕に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

26 請求期間㉖について、請求者から提出された船員手帳には、平成元年３月 24 日雇入、同

年３月 27 日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｒ船舶、職務オブザーバーと記載されているこ

とが確認できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＯ事業所であり、同事業所は、請

求者は勤務しておらず、請求者の請求期間㉖に係る厚生年金保険料の控除について不明と回

答している。 

また、ｒ船舶の船長であった者に照会したが回答が得られないことから、請求者の請求期



 

間㉖に係る勤務実態等について確認できない。 

さらに、Ｏ事業所における被保険者名簿によると、請求期間㉖に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

27 請求期間㉗について、請求者から提出された船員手帳には、平成元年３月 27 日雇入、同

年３月 31 日雇止、船舶所有者Ｕ組合、船名ｎ船舶、職務オブザーバーと記載されているこ

とが確認できる。 

しかしながら、Ｕ組合の回答等によると、船舶所有者はＣ事業所であり、同事業所は、オ

ンライン記録によると平成 13 年６月 30日に船員保険の不適用となっており、商業・法人登

記簿謄本によると平成 27年 12 月 15 日に解散しているところ、請求期間㉗当時の事業主は、

資料は何も残されておらず、当時のことを知る者もいないため、請求者の請求期間㉗に係る

勤務実態、厚生年金保険の適用状況及び同保険料の控除について不明と回答している。 

また、ｎ船舶の船長であった者は既に死亡しており、請求者の請求期間㉗に係る勤務実態

等について照会することができない。 

さらに、Ｃ事業所における被保険者名簿によると、請求期間㉗に請求者の氏名はなく、厚

生年金保険の被保険者であった記録はない。 

28 請求者が漁業関連事業において同じ業務をしていたとして名前を挙げた者は、昭和 62 年

９月 13日から同年 10月 21日までの期間は、請求者と同じ船に乗っていたと記憶しており、

オンライン記録によると、同期間に同人及び請求者は同じ船舶所有者において厚生年金保険

に加入していることが確認できるが、同人は、請求期間①から㉗までは請求者と同じ船に乗

っていないため、請求者の請求期間①から㉗までに係る勤務実態、厚生年金保険の適用状況

及び同保険料の控除について不明と回答している。 

29 請求者は、Ｕ組合に昭和 54年 10 月から勤務していたが、請求期間①から㉗までにおける

給与や年金保険料の支払については記憶がないとしているところ、同組合から提出された人

事カードには、請求者は昭和 54年 10 月１日から平成３年 10 月 31 日まで同組合の正職員と

して勤務し、農林漁業団体職員共済組合に加入していたことが記録されている。 

また、Ｕ組合は、洋上出張の業務で乗船する際は船員保険（昭和 61 年４月以降は厚生年

金保険）には加入させず、農林漁業団体職員共済組合員の資格を継続させる取扱いをしてい

たと回答している。 

30 このほか、請求者の請求に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年

金保険の被保険者として請求期間①から㉗までに係る厚生年金保険料を各事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1700008 号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 1700017 号 

  

第１ 結論 

   請求期間について、請求者のＡ事業所における厚生年金保険の標準賞与額の訂正を認めるこ

とはできない。 

   

  

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： 平成 18 年 12 月 

  Ａ事業所から請求期間に賞与が支給されていたのに年金記録が確認できない。 

請求期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたので、正しい年金記録に訂正し、年金

額に反映してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   Ａ事業所は、商業・法人登記簿謄本によると、平成 21 年 12 月 31 日に解散し、平成 26年 11

月 10 日に清算結了していることが確認できるほか、オンライン記録によると、平成 22 年４月

１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっていることが確認できる上、請求者の請求期間に

おける賞与の支給状況等について、当該事業所の請求期間当時の代表取締役、解散時の代表取

締役、清算結了時の代表清算人及び分割先の事業所に照会したものの、請求期間の賞与に係る

資料を得ることができず、請求者は、請求期間に係る賞与支給明細書及び預金通帳を保管して

いないことから、賞与の支給の事実、賞与支給額及び厚生年金保険料控除額を確認又は推認す

ることができない。 

   このほか、請求者の請求期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険の被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことを認めることはできない。 

 

 


